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いつも元気いっぱいで

外で遊ぶのが大好き！た

くさん食べてたくさん遊

んで大きくなってね。

父　和矢・母　幸子さん

小中
こなか

玲奈
れな

ちゃん
1歳4カ月（杉生）

山田
やまだ

麗太朗
れいたろう

くん
1歳7カ月（木津）

大好きな曲をかけるとお

尻をプリプリ踊ってしまう

麗太朗。次はどんな歌声を

聴かせてくれるのかな。

父　哲也・母　通代さん

町
長

今
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
時
代
の
主
流
で

す
。
皆
さ
ん
の
活
動
で
、
大
勢
の
人
が
パ
ソ
コ
ン
を

覚
え
、
仲
間
づ
く
り
り
が
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。

代
表

会
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
的
な
こ
と
を
サ

ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
、

週
１
回
勉
強
会
を
し
て
い
ま
す
。
メ

ン
バ
ー
は
16
名
で
、
20
代
か
ら
60
代

が
活
動
し
て
い
ま
す
。

町
長

パ
ソ
コ
ン
を
自
在
に
使
え
た
ら
い
い
で
す
ね
。

代
表

初
め
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
す
ぐ

に
慣
れ
ま
す
。

会
員

例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
い
ろ
ん
な
話
題

や
知
り
た
い
こ
と
が
居
な
が
ら
し
て
わ
か
り
、
楽
し

み
が
増
え
ま
す
。

会
員

パ
ソ
コ
ン
は
そ
ば
に
教
え
て
く
れ
る
人
が
い

る
と
安
心
で
す
。
私
も
地
域
の
中
で
、
早
く
サ
ポ
ー

ト
が
で
き
る
立
場
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

代
表

活
動
の
拠
点
が
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
な

り
、
今
ま
で
以
上
に
出
会
い
も
広
が
っ
て
い
く
も
の

と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
の
方
と
も
一

緒
に
活
動
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
４
月
に
会

員
の
数
名
が
独
立
し
、
新
グ
ル
ー
プ
「
シ
フ
ォ
ン
」

と
い
う
会
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
新
し
い
地

域
ネ
ッ
ト
が
広
が
っ
て
い
け
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

会
員

「
シ
フ
ォ
ン
」
で
は
、
親
子
で
楽
し
む
講
座

や
教
室
で
指
導
を
行
っ
て
い
く
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。

町
長

こ
れ
か
ら
の
夢
は
な
ん
で

す
か
。

代
表

人
と
人
と
の
関
わ
り
を
大
切
に
、
楽
し
く
愉

快
に
人
の
輪
を
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
と
し
て
広

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
要
望
が
あ
れ
ば
ハ
ン
デ
ィ
の

あ
る
方
や
未
経
験
者
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
た
い
と
思

い
ま
す
。
気
軽
に
声
を
か
け
て
欲
し
い
で
す
。

町
長

ご
活
躍
を
期
待
し
ま
す
。
私
に
も
ぜ
ひ
教
え

て
く
だ
さ
い
。

�
勉
強
会
へ
参
加
し
た
会
員
や
セ
ン
タ
ー
職
員

も
交
え
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
を
教
わ
る
真
田
町
長

夢
ネ
ッ
ト
・
い
な
が
わ

人
の
輪
を
広
げ
た
い

学
校
っ
て
、
１
年
生
の
時
と
か

は
、
た
だ
勉
強
し
て
頭
を
よ
く
す
る

た
め
だ
け
に
あ
る
と
思
っ
て
た
。
で

も
、
２
年
生
に
な

っ
て
、
や
っ
と
友

だ
ち
を
作
る
た

め
、
友
だ
ち
と
な
か
よ
く
す
る
た

め
、
勉
強
す
る
た
め
と
わ
か
っ
た
。

１
年
生
の
時
、
よ
う
ち
園
に
行
っ

て
た
友
だ
ち
と
し
か
し
ゃ
べ
れ
な
か

っ
た
。
２
年
生
に
な
っ
て
、
30
人
ぐ

ら
い
友
だ
ち
が
で
き
た
。
３
年
生
に

な
っ
て
、
10
人
ぐ
ら
い
ふ
え
た
。

３
年
生
が
一
番
楽
し
く
て
、
友
だ

ち
と
な
か
よ
く
な
っ
た
。
そ
の
こ
と

が
う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て
た
ま
ら

な
い
。
３
年
生
に
な
っ
て
、
と
っ
て

も
う
れ
し
い
。
４
年
生
に
な
っ
た

ら
、
も
っ
と
も
っ
と
友
だ
ち
を
ふ
や

し
た
く
て
、
４
年
生
が
と
っ
て
も
楽

し
み
。
早
く
４
年
生
に
な
り
た
い
。

３
年
生
で
一
番
楽
し
い
時
間
は
、

き
ゅ
う
食
の
時
。
だ
っ

て
、
い
ろ
い
ろ
な
は
ん

と
大
わ
ら
い
し
て
食
べ

ら
れ
る
か
ら
。

11
月
、
12
月
、
１
月
、
２
月
、
３

月
の
は
ん
が
す
っ
ご
く
楽
し
み
で

す
。学

校
は
、
そ
の
た
め
に
あ
る
ん
だ

な
あ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

猪
名
川
小
学
校
４
年
　
福
田
翔
太

さ
ん
（
同
校
３
年
の
と
き
の
作
品
）

学
校
っ
て
楽
し
い

地
域
の
人
材
を
活
か
し
、
み
ん
な
が
助
け
合
え

る
ま
ち
に
し
た
い
と
、
平
成
12
年
９
月
に
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
社
会
福
祉
協
議
会
の
パ
ソ
コ
ン
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
に
も
登
録
さ
れ
、
地
域

の
サ
ポ
ー
ト
役
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

町が行う不法投棄防止対策に関すること

不法投棄の発見に関すること

不法投棄の監視に関すること

猪名川町は、自然の河岸、谷など
あり、不法投棄をする者にとっても
ある意味魅力的な地形、地勢ではな
いかと思います。

つまり、町外から持ち込まれる廃
棄物が結構あるのではないかと考え
ます。町外から町内へは、県道、都
市計画道を経由して持ち込まれると
思いますから、近隣の市町とも連携
しながら一斉摘発（路上での検査）
などの措置を講じることができたら、
と思います。

不法投棄の通報に対する報償も非
常に良い制度であると思いますが、
こういった問題は現場を押さえなけ
れば摘発が難しいように感じますか
ら、通報を受ければすぐ現場に急行
できる体制作りもお願いしたいです。
せっかく通報しても、現場には廃棄
物の山しか残らないのではむなしい
ですし、不法投棄をする者は、一住
民がその場で勇気をもって注意する
には身の危険を感じるような者も多
いと考えられますから。

ご意見をいただいた路上での検査
は、主に営利活動の結果排出される
産業廃棄物の投棄防止を目的とする
ものです。産業廃棄物に係る事務は、
廃棄物処理法により県が行うことと
されており、1 5年度には兵庫県が中
心となって近隣市で路上検問を実施
し、一定の成果をあげています。本
町においても町域での検問実施を県
に働きかけてまいります。

また、報償については、車のナン
バーや車体に表示されている屋号な
どの情報により、投棄者が判明した
場合を対象としており、この報償制
度によって住民全員が監視者となり
不法投棄の防止を目指します。なお、
ご意見にあるように不法投棄の現場
を発見したら、トラブルを避ける意
味でも無理に注意をせず、上記を確
認のうえ、町役場または警察に連絡
してください。

条例中「町が行うこと」の中で、
「不法投棄の防止に努めるとともに
…」となっていますが、
①行政のやる気、実行の姿勢が弱い
です。具体策が記入されていません。
具体的には不法投棄されないように
三田市のように立看板、不法投棄防
止のガードレールなど行政がまずや
ることがありますので、そのことを
町が行うことの中に、具体的に入れ
てください。
②三田市がやっていることを重要な
参考（意見）として条例の中に入れ
てください。
③不法投棄した者を「どうして」相
手を見つけ出すのですか。素朴な疑
問です。

①②については、現在、町におけ
る不法投棄防止対策として、月に１
回、町全域をくまなく回り、ごみを
発見すれば撤去する環境パトロール
の実施、啓発看板の設置、投棄情報
が寄せられた場合の即時撤去を実施
しています。1 5年度の町による撤去
は、1 8 0件、1 8 . 1ｔでした。今後にお
いても三田市のみならず他市町の取
り組み状況などを研究し、有効な施
策があれば取り入れてまいりたいと
考えています。

しかし、条例で規定する内容は、
施設の設置・管理に関すること、住
民などの権利を制限したり、義務を
課す場合の取り扱いなどがあり、そ
の制定・改正は議会での議決が必要
となるため、通常は詳細な事業内容
までは記載しておりません。

ご意見をいただいたように条例中
に具体的な事業を明記すれば、新規
事業実施時に上記の手続が必要とな
り社会情勢の変化などに、的確に対
応できないため、好ましいことでは
ないと考えます。

③については、条例に規定する住
民などからの情報提供や、投棄物の
中からの証拠物があった場合には、
警察と協力し、投棄者の特定に努め
ています。

町内のごみ不法投棄について、私
も心を痛めている者です。現在、郵
便配達員に発見協力を依頼されてい
るようですが、郵便配達員は住宅の
ある地域しか通りません。しかもバ
イクでスピードをあげて通ります。
ごみは住宅のない山の中とか峠など
に不法投棄されています。このよう
な状態で郵便配達員に不法投棄され
たごみを発見してもらうのは、とて
も無理ではないでしょうか。

今、毎日、ウォーキングやジョギ
ングをしている人が猪名川町内でも
大変多いですね。彼らは住宅地より
先述の山や峠をよく通ります。特に
ウォーキングする人は、近くの山や
峠をゆっくり見ながら通ります。だ
からそこに不法投棄があれば、緑の
中に白なのですぐわかります。現に
私は阿古谷の池のそばの不法投棄を
連絡して取っていただいたことがあ
ります。

しかし、もっと肝心なことは不法
投棄の犯人をつきとめることですね。
不法投棄は夜、山の中にされて、し
かも土曜日から日曜日の未明にされ
ることが多いと思われますので現行
犯を捕まえるのは難しいですが、お
金をかけてでも夜間警備をすれば効
果はあると思うのですが。

不法投棄は、堆積する前の段階で
早急に撤去しなければ、新たな不法
投棄を誘発することになります。こ
のことから、日々町内を広範囲にわ
たり配達業務などを行っている郵便
外務員が、確認できた範囲で情報提
供をいただくこととしています。不
法投棄場所は、山間部のみでなく住
宅地であっても人目のつかない場所
や集落と集落の間にも投棄される場
合があります。このため引き続き協
力願うこととし、加えて、本条例に
よりウォーキングやジョギングをす
る方も含めた、住民の皆さんからも
広く情報提供をいただき、不法投棄
の防止を目指していきます。

また、夜間については、生活安全
アドバイザーが不定期ではあります
が、毎週１回程度よく投棄される箇
所を中心にパトロールをしています。

最近では、他の自治体において監
視カメラを設置し効果をあげている
ところがありますが、費用が高額と
なることから、費用対効果を含め検
討している状況です。

意見など 町の考え方

本
町
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
、
町
の
重
要
な

計
画
な
ど
を
立
案
す
る
際
に
、
情

報
を
公
開
し
て
住
民
の
皆
さ
ん
の

意
見
を
募
集
し
、
検
討
結
果
を
公

表
す
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

制
度
」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
そ
の
第
３
回
目
と
し
て

「
猪
名
川
町
不
法
投
棄
防
止
条
例

及
び
施
行
規
則
」
に
つ
い
て
、
平

成
16
年
３
月
１
日
か
ら
同
31
日
の

間
、
そ
の
素
案
を
公
表
し
、
皆
さ

ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
３
人
か
ら
３
件
の

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
ご
意
見
と
、
こ
れ

に
対
す
る
町
の
考
え
方
（
概
要
）

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

詳
細
は
、
生
活
環
境
課
で
閲
覧

で
き
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
紹

介
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
生
活
環
境
課

（
�
７
６
６
・
８
７
１
２
）
へ
。

ご

意

見

・

ご

提

案

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

「猪名川町不法投棄防止条例及び施行規則」に対する


